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平
成
二
十
四
年
度
政
府
予
算

案
が
十
二
月
二
十
四
日
、
閣
議

決
定
さ
れ
、
国
土
交
通
省
予
算

で
は
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
既

設
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
対
象
に
約

三
十
五
億
円
規
模
の
防
災
対
策

改
修
補
助
事
業
が
盛
り
込
ま
れ

た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室
の
「
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
環
境
整
備
事

業
」
は
約
一
億
円
。
国
土
技
術

政
策
総
合
研
究
所
（
国
総
研
）

の
「
地
震
後
の
外
装
材
の
健
全

性
評
価
方
法
の
確
立
」
研
究
等

に
は
千
五
百
万
円
が
付
い
た
。 

国
交
省
の
二
十
四
年
度
予
算

は
四
兆
五
千
四
百
七
十
六
億
円

（
前
年
度
比
〇
・
九
一
倍
）。 

目
玉
は
建
設
指
導
課
に
よ
る

「
既
設
昇
降
機
安
全
確
保
緊
急

促
進
事
業
」
の
創
設
。
約
百
億

円
要
求
し
て
い
た
が
、
三
十
四

億
五
千
万
円
付
い
た
。
主
要
都

市
部
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
や
病

院
・
学
校
等
の
既
設
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
に
①
戸
開
走
行
保
護
装
置

②
Ｐ
波
（
初
期
微
動
）
感
知
型

地
震
時
管
制
運
転
装
置
③
主
要

機
器
の
耐
震
補
強
装
置
の
、
い

ず
れ
も
設
置
す
る
場
合
、
一
台

あ
た
り
改
修
費
用
四
百
万
円
以

下
を
条
件
に
、
三
分
の
一
を
国

国交省 ２４年度予算 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改
修
に
補
助 

「再
生
環
境
整
備
」に
１
億
円 

億
円 

２
社
に
指
示
処
分 

国
交
省
は
平
成
二
三
年
十
二

月
十
三
日
、
三
興
管
理
（
本
社

埼
玉
）
と
エ
ム
・
シ
ー
・
サ
ー

ビ
ス
（
本
社
東
京
）
に
対
す
る

指
示
処
分
を
発
表
し
た
。
理
由

は
元
社
員
に
よ
る
着
服
。 

着
服
し
た
三
興
管
理
の
元
社

員
と
は
元
管
理
員
で
、
一
億
二

千
六
百
万
円
を
だ
ま
し
取
っ
た

と
し
て
懲
役
八
年
が
言
い
渡
さ

れ
た
。
被
害
は
群
馬
県
の
リ
ゾ

ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
一

件
、
被
害
額
は
五
億
円
以
上
。

手
口
は
会
計
担
当
理
事
に
経
費

を
報
告
す
る
際
、
白
紙
の
預
金

払
い
戻
し
請
求
書
を
紛
れ
込

ま
せ
、
銀
行
届
け
出
印
を
自
ら

押
し
て
い
た
。
残
高
証
明
書
の

ま

た 

着

服 三

興

管

理 

エ
ム
・
シ
ー
・ 

サ

ー

ビ

ス 

草
津
の
リ
ゾ
ー
ト
・
管
理
員
が
５
億
円 

専
任
の
主
任
者
が
約3700

万
円 

偽
造
等
も

あ
る
。
犯

行
は
平
成

十
七
年
ご

ろ
か
ら
始

ま
っ
た
が
、
二
十
二
年
五
月
の

発
覚
時
、
同
社
は
組
合
に
全
額

弁
済
で
き
ず
、
管
理
組
合
と
「
債

務
弁
済
合
意
書
」
を
締
結
。
組

合
と
の
委
託
契
約
は
継
続
さ
れ

て
い
る
。 

◇ 

エ
ム
シ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
元
社

員
と
は
専
任
の
管
理
業
務
主
任

者
登
録
し
て
い
た
フ
ロ
ン
ト
担

当
者
。
被
害
は
都
内
の
四
管
理
組

合
で
、
被
害
金
額
は
計
約
三
千
七

百
万
円
。 

手
口
は
通
帳
と
印
鑑
を
管
理

が
直
接
補
助
す
る
。
仮
に
三
種

設
置
総
費
用
が
三
百
万
円
の
場

合
、
百
万
円
が
管
理
組
合
等
に

補
助
さ
れ
る
仕
組
み
で
、「
お
よ

そ
三
千
台
以
上
の
申
請
に
は

対
応
し
た
い
」
（
動
力
・
設
備

係
）
。
申
請
方
法
等
の
詳
細
は

予
算
成
立
後
に
公
表
予
定
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室
は
専
門

家
に
よ
る
相
談
体
制
等
を
充
実

さ
せ
る
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
環

境
整
備
事
業
」
を
二
十
四
年
度

も
行
う
。
二
十
三
年
度
は
一
億

三
千
六
百
万
円
だ
っ
た
。 

第
三
者
管
理
制
度
に
関
連
し

て
管
理
業
者
や
「
管
理
者
業
」

の
在
り
方
を
検
討
す
る
調
査
費

用
は
不
動
産
業
課
に
約
一
千
万

円
付
い
た
。
二
十
四
年
度
の
検

討
会
の
事
務
局
を
マ
ン
シ
ョ
ン

政
策
室
と
合
同
で
は
な
く
」
不

動
産
業
課
に
置
く
場
合
も
あ
り

う
る
」（
不
動
産
管
理
係
）
と
し

て
い
る
。 

国
総
研
は
二
十
四
年
度
の
重

点
研
究
で
タ
イ
ル
・
モ
ル
タ
ル

等
の
外
装
材
に
つ
い
て
、
地
震

で
被
害
発
生
率
が
高
い
こ
と
か

ら
①
既
存
の
地
震
等
に
お
け
る

外
装
材
の
被
害
調
査
②
外
装
材

の
地
震
後
の
健
全
性
評
価
診
断

技
術
の
整
備
等
を
行
う
。 

住
宅
生
産
課
は
既
存
住
宅
ス

ト
ッ
ク
有
効
活
用
策
で
、
住
宅

瑕
疵
（
か
し
）
担
保
責
任
保
険

の
設
計
施
工
基
準
の
見
直
し
に

必
要
な
検
証
等
支
援
と
し
て
、

関
係
団
体
に
一
億
円
を
限
度
に

補
助
す
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞 

第8
6
1

号
よ
り
） 

組
合
が
保
管
し
て
い
た
は
ず
の

修
繕
積
立
金
の
保
管
口
座
か
ら

で
、
実
際
は
こ
の
フ
ロ
ン
ト
担
当

者
が
通
帳
を
預
か
っ
て
い
た
。 

小
修
繕
の
支
払
い
の
際
、
管
理
組

合
理
事
長
か
ら
預
金
払
い
戻
し

請
求
書
に
押
印
し
て
も
ら
い
「
書

き
損
じ
」
な
ど
と
い
っ
た
適
当
な

理
由
を
つ
け
て
白
紙
の
払
い
戻

し
請
求
書
に
も
押
印
し
て
も
ら

い
、
勝
手
に
金
額
を
記
入
す
る
な

ど
し
て
引
き
出
し
て
い
た
。
他
組

合
か
ら
の
現
金
移
動
等
通
帳
の

帳
尻
を
合
わ
せ
る
工
作
等
も
行

っ
て
い
た
。 

発
覚
後
、

同
社
で
は
被

害
組
合
に
謝

罪
し
、
全
額

弁
済
。
全
受

託
物
件
で
調
査
を
行
い
、
ほ
か

に
被
害
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新

聞 

第8
6
1

号
よ
り
） 

国交省関東整備局 

35 規

模 
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「長計上必要な項目欠落で損害」－分譲主を提訴 

3500万円の賠償請求 
東

京

の 

管
理
組
合 

設設
計計
図図
書書
のの
交交
付付
巡巡
っっ
てて
もも
トト
ララ
ブブ
ルル  

都
内
築
四
年
・
九
十
六

戸
の
マ
ン
シ
ョ
ン
。
訴
訟

背
景
に
は
築
一
年
目
に
外

壁
タ
イ
ル
で
白
華
現
象
が

見
ら
れ
、
そ
の
対
応
に
よ

る
「
分
譲
業
者
へ
の
信
用

喪
失
」（
理
事
長
）
が
あ
る

と
い
う
。 

一
つ
目
の
裁
判
は
管
理

組
合
が
約
三
千
五
百
三
十

八
万
円
の
損
害
賠
償
を
請

求
。
内
訳
に
は
給
排
気
口

の
ベ
ン
ト
キ
ャ
ッ
プ
や
屋

上
避
雷
誘
導
線
等
に
関

す
る
共
用
部
分
の
瑕
疵

が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
七

割
に
当
た
る
約
二
千
五

百
万
円
は
「
長
計
に
よ
る

積
立
金
の
欠
損
金
」
と
し

て
請
求
し
て
い
る
。 

同

建

物

は

開

放

廊

下
・
バ
ル
コ
ニ
ー
・
外
部

階
段
の
手
摺
部
分
と
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
シ
ャ
フ
ト

の
外
枠
に
ア
ル
ミ
製
の

柵
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
部
分
は
大
規

模
修
繕
工
事
の
た
び
に

取
り
外
し
等
が
必
要
に

な
り
、
費
用
は
約
二
千
五

百
万
円
は
必
要
だ
と
外

部
に
依
頼
し
た
一
級
建

築
士
が
指
摘
し
て
い
る
。 

竣
工
時
の
長
計
項
目

に
は
反
映
さ
れ
て
お
ら

ず
、
管
理
組
合
は
こ
の
欠

損
金
を
損
害
と
し
「
故
意

ま
た
は
過
失
に
よ
り
発

生
が
確
実
な
損
害
を
被

編集後記 

区分所有建物は１戸建てとは違った建物・設備面の維持管理および居住形態、ルールがあることの認識が必要で

す。また、共同住宅で住まうにはマナーにも気を付けたいものです。また、管理組合（理事会）の役割は極めて

重要なものですが、高齢化、老朽化してきたり、賃貸化率が高くなってきて役員の成り手不足の問題や、マンシ

ョン問題が年々複雑化してきてそれに的確に対応するには管理組合（理事長）のも専門的な知識が求められて来

ています。これらに対応するため国（国土交通省）は、新たなマンションの管理ルールの検討会を始めました。 

 

分譲業者  管理組合 

・販売会社においては、販売時、
買主に対し想定し得るすべての修
繕項目を盛り込んだ上での計画を
策定し、これを示すことは不可能
である 

 

・長期修繕計画の実効性を確保す
るためには、修繕内容、資金計画
を適正かつ明確に定める必要が
あり、大幅な不足金が出る長計を
提出したコスモスイニシアの行
為の違法性は明確 

・コスモスイニシアはコスモスラ
イフに依頼し、本件マンションの
長期修繕計画の策定を行った。こ
の点、コスモスライフは『マンシ
ョンの修繕積立金算出マニュアル
（2001 年追補版）』の各項目に従
い、本件の長計案を作成した 

VS 

・(財)マンション管理センターの
「算出マニュアル」は管理組合が
容易に算出できるよう、利用する
ものであって、維持保全の経験や
専門的知識を持つコスモスイニ
シアらが長計策定に当たって、漫
然と依拠すべき性質のものでは
ない 

・同マニュアルに従って、各項目
に関する修繕費用を計上すること
によって、コスモスイニシアは建
物の規模・仕様に応じて将来の目
安として、一定の合理的な修繕計
画を策定し、購入者に示したもの
と認められるのであるから、同修
繕計画に鉄柵等の取り外し費用が
計上されていなかったとしても、
その事のみをもって注意義務違反
があったと評価することはできな
いというべき 

 

・コスモスイニシアは同マニュア
ルを引用しているが、同マニュア
ルに基づいて算出を行っていれ
ばよければ、建物の状況、地形、
環境、設備機器の種類等を一切考
慮する必要がなく、全く無意味で
ある。重要事項説明はコスモスイ
ニシアが行っており、コスモスラ
イフが作成した長計の内容を積
極的に検証する注意義務があっ
たことは当然である 

 

両 者 の 主 張  

ら
せ
た
責
任
が
あ
り
、
不
法

行
為
」
と
し
て
売
主
に
賠
償

を
求
め
て
い
る
。
一
方
売
主

の
コ
ス
モ
ス
イ
ニ
シ
ア
は

「
手
摺
を
取
り
外
さ
ず
、
す

き
間
の
外
壁
を
細
い
筆
で
塗

る
と
か
、
手
摺
を
ず
ら
し
て

塗
装
す
る
な
ど
で
対
応
は
可

能
」
と
反
論
し
て
い
る
。
裁

判
で
は
「
正
し
い
長
計
」
を

め
ぐ
り
、
論
争
が
行
わ
れ
て

い
る
。 

◇ 

も
う
一
つ
の
裁
判
は
同
管

理
組
合
が
設
計
図
書
の
交
付

等
を
請
求
。
売
主
は
竣
工
後
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

に
基
づ
き
、
規
定
十
一
種
の

設
計
図
書
を
交
付
し
た
が
組

合
側
は
「
こ
れ
ら
の
図
書
で

は
工
事
完
了
時
の
仕
様
が
明

ら
か
で
は
な
い
」
と
し
て
設

計
図
書
の
追
加
提
出
を
求
め

た
。
売
主
側
は
「
請
求
図
書

は
法
令
の
対
象
外
」
と
し
て

反
論
し
て
い
た
が
、
昨
年
九

月
、
東
京
地
裁
は
一
部
の
設

計
図
書
の
交
付
を
命
じ
た
。

し
か
し
他
の
図
書
の
提
出
は

請
求
を
退
け
た
。
売
主
は
控

訴
し
て
い
る
。 ◇ 

原
告
・
管
理
組
合
理
事
長

の
話
…
プ
ロ
が
手
抜
き
し
て

も
「
マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
そ
う

い
う
も
の
」
と
あ
き
ら
め
ず
、

責
任
を
問
い
た
い
。 

背
景
に
深
刻
な
不
信
感 

訴
訟
の
背
景
に
は
、
分
譲

業
者
に
対
す
る
管
理
組
合
の

深
刻
な
不
信
感
が
あ
る
。 

外
壁
の
白
華
現
象
を
疑
問

に
思
っ
た
理
事
長
が
外
部
の

一
級
建
築
士
に
相
談
し
、
外

壁
や
廊
下
等
の
一
部
ウ
レ
タ

ン
防
水
部
分
の
塗
膜
が
設
計

図
書
既
定
の
二
㍉
の
厚
さ
に

満
た
な
い
事
も
判
明
。
外
部

建
築
士
と
一
緒
に
建
物
を
確

認
す
る
過
程
で
、
不
具
合
と

思
わ
れ
る
個
所
に
直
面
し

「
分
譲
時
の
販
売
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
に
は
高
品
質
の
仕
様
を

う
た
っ
て
お
き
な
が
ら
、
な

ぜ
竣
工
後
の
建
物
が
違
う
の

か
」
と
、
素
朴
な
怒
り
が
込

み
上
げ
て
き
た
。 

交
渉
を
重
ね
た
結
果
、
一

部
手
直
し
工
事
が
行
わ
れ
た

部
分
も
あ
る
。
交
渉
で
求
め

て
い
る
水
準
が
特
に
高
い
の

で
は
な
く
「
商
品
な
の
だ
か

ら
販
売
通
り
、
支
払
っ
た
金

額
に
見
合
う
だ
け
の
マ
ン
シ

ョ
ン
で
あ
る
べ
き
」
と
当
然

の
要
求
を
し
て
い
る
、
と
い

う
の
が
理
事
長
の
ス
タ
ン
ス

だ
。 分

譲
業
者
へ
の
信
頼
が
喪

失
し
た
結
果
、
管
理
組
合
と

し
て
は
建
物
の
品
質
を
一
か

ら
確
認
す
る
作
業
と
し
て
正

確
な
設
計
図
書
や
長
計
が
必

要
と
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い

る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 

第8
5
8

号
よ
り
） 


